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はじめに 
 

 全国的な少子化の現状を踏まえ、矢吹町教育委員会では望ましい学校教育環境の整備に取

り組むため、令和 4年 10月に学識経験者、幼稚園・小学校の保護者、幼稚園長・保育園長・小

中学校長、行政区長、矢吹町議会総務教育常任委員長等からなる矢吹町学校規模適正化検討

委員会（以下「検討委員会」という。）を設置し、令和 4 年度及び令和 5 年度を通じ、小学校よ

り先に、少子化の影響が想定される幼稚園の適正化に関する意見の整理を進めてまいりまし

た。 

 幼稚園の適正規模・適正配置については、令和 6年 7月に「矢吹町立幼稚園の適正規模・適

正配置基本計画」が策定されたことから、矢吹町教育委員会より、引き続き、当検討委員会に

令和 6年 7月 8日付けで、「町立小学校の適正な規模及び配置の基本的な考え方について」

の諮問があり、令和6年度は、6回の会議開催に加え、児童生徒や保護者、地域住民等に対す

るアンケートの実施や地区別懇談会を開催してきました。 

 その一方で、審議の中で、新たに見えてきた課題があったため、令和 6年度は答申を行わず、

「中間報告」を提出し、令和 7 年度に、見えてきた課題等について継続審議を行い、その結果

を踏まえ「答申」することとしました。 

 そのため、令和7年度は、具体的な資料等を事務局に求め、5回の会議開催により慎重な審

議を重ね、課題等の意見の整理を行ってきました。 

 検討委員会では、それぞれの委員の立場から様々な意見がありましたが、「子どもたちを主

役に検討する。」、「子育て世代、地域住民の意見を尊重する。」、「地域との連携、協働を促進

する。」という 3 つの基本姿勢のもと、魅力ある学校づくりとするためには、学校はどうある

べきかを第一に議論し、ここに、答申を取りまとめました。 

この答申が、矢吹町の将来を担う子どもたちにとって、より良い教育環境の指針となるこ

とを願います。 

 

矢吹町学校規模適正化検討委員会 

 

 

 

 

 

町内４小学校の創立年月 

小学校名 年  月 備  考 

矢吹小学校 明治 6年 6月 大福寺前敷地に創立（寺子屋式） 

善郷小学校 昭和 56年 4月 矢吹小学校の大規模化により開校 

中畑小学校 明治 7年 9月 澄江寺に下等小学校科を設置 

三神小学校 明治 6年 1月 中野目小、三城目小創立 明治 25年改称 
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第１章 町立小学校の現状について  
 

１．町立小学校の現在の児童数及び学級数（R7.4.1現在） 
 
・ 矢吹小学校と善郷小学校は、複数の学級が存在していますが、他の 2 校はいずれも各学

年 1学級となっています。 
 

・ 特別支援学級の児童数は町全体で 33人であり、矢吹小学校 8人（2学級）、善郷小学校

20人（4学級）、中畑小学校 5人（1学級）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．町立小学校全体の児童数の将来推計 
 
・ 町立小学校全体の児童数は、令和 7年度時点では 834人ですが、6年後の令和 13年度

には 617 人となり、令和 7 年度から令和 13 年度の 7 年間にかけて、217 人減少し、7

年間で約 26.0％の児童数が減少することが推計されます。 
 

・ 【7年間の各学校の傾向】 

 〇矢吹小学校：児童数 約 27.0％減（48人減） 1割以上の減少が継続する。 

 〇善郷小学校：児童数 約 15.8%減（66人減） 減少率は緩やかだが減少数は高い。 

 〇中畑小学校：児童数 約 40.6%減（58人減） 100人を下回り複式学級の可能性が高い。 

 〇三神小学校：児童数 約 46.9％減（45人減） 約 50人で複式学級が想定される。 
 

・ 【推計方法】 

  令和 7年 4月時点の住民基本台帳の人口をもとに、平成 31年度生まれ（6歳）から令和

6 年度生まれ（1 歳）の各年代の人口が、転入・転出を加味せずに、そのままスライドしてい

くものとして推計しています。 
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■ 小学校児童数の将来推計（学年別）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 小学校児童数の将来推計（学校別） 
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３．町立小学校の老朽化の現状 
 
・ 町立小学校 4 校の築年数は、現時点で 30～50 年程度となっており、一定程度老朽化

が進行している状況です。 
 

・ 矢吹小学校は、平成 26 年に西校舎、平成 27 年に東校舎の長寿命化改修工事を実施し

ており、概ね良好な状況となっています。 
 

・ 善郷小学校、中畑小学校、三神小学校の 3校においては、計画的に修繕していますが、外

壁のひび割れ、老朽化による設備機器の故障、衛生環境及び照度確保などの懸念があり

ます。 
 

■ 各校舎の建築年、耐用年数、経過年数、面積 ※RC構造の耐用年数 47年 
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４．町立小学校の維持管理費の推移（令和元年度～令和 5年度） 
 
・ 計画的に工事を行っているため、工事施工時期により、波はあるものの、各小学校の維持

管理費用は、それぞれ年間約 2～3 千万円であり、小学校全体として要する共通経費（光

熱水費や通信費等）は、少なくとも年間約 4千万円となっています。 

 

■ 町立小学校の維持管理費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 町立小学校・幼稚園の学区地図 
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第２章 町立小学校の適正な規模について  
 

１．町立小学校の 1学級あたりの児童数及び 1学年あたりの学級数  
●1学級あたりの児童数は、21～25人が望ましい。 
●1学年あたりの学級数は、2～3学級が望ましい。 

 
・ 福島県教育委員会が定める令和7年度の学級編成の基準では、単式学級の場合、小学校

は 1～2学年で 1学級あたり 30人、3～6学年で 1学級あたり 30人程度の学級人数

が上限とされています。 
 

・ 一方で矢吹町においては、令和 7 年 4 月 1 日時点で、矢吹小学校、善郷小学校を除く、

町内 2 校（中畑小学校、三神小学校）のほとんどの学級において、この人数を下回ってお

り、中畑小学校、三神小学校においては、1 学級あたり 20 人を下回る学級も少なくあり

ません。 
 

・ 1学年あたりの学級数に関しても、善郷小学校は 1学年 2～3学級の編成ができている

一方、他の 3小学校は、概ねいずれの学年も 1学年 1学級程度となっています。 
 

・ さらに、本町では少子化が緩やかに進んでおり、将来推計によると 6 年後の令和 13 年

度には、町全体の児童数が令和 7 年度から約 26.0％減少し、三神小学校では複式学級

の編成を検討しなければならない水準まで、児童数が減少する見込みであるなど、学校

規模の少子化が進むことが懸念されます。 
 

・ このことから、児童にとって望ましいと考えられる 1 学級あたりの児童数は、児童数の減

少という現実を踏まえつつ、学級内で一定規模の集団での学びや遊びが実施できる規模

を確保できる「21～25人」が考えられます。 
 

・ また、望ましいと考えられる 1 学年あたりの学級数は、クラス替えが実施でき、学校行事

等も充実させることが可能となる「2～3学級」が考えられます。 

  
■ 学級編成の基準（小学校の児童数の基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考資料≫ 
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■ 町立小学校の 1学級あたりの児童数は「21～25人」が望ましいと考えられています。 
【令和 6年度矢吹町立小学校の教育環境（適正規模・適正配置）に関するアンケート調査結果報告書より抜粋】 

 
・ 全ての回答者を統合すると、望ましい 1 学級あたりの児童数については、「21～25 人」
（1,321件 48.4％）が、最も多くなりました。 

 
・ 次いで多かったのは「26～30人」（743件27.2％）と「20人以下」（464件 17.0％）と
なりました。 

 
・ 「21～25 人」が望ましいと考えられているのは、主に「児童一人ひとりに目が行き届く」
「友だちや先生とより仲良くできる」という理由によるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
■ 町立小学校の 1学年あたりの学級数は「3学級」が望ましいと考えられています。 
  複式学級を容認する割合は、いずれも少ない状況です。 
【令和 6年度矢吹町立小学校の教育環境（適正規模・適正配置）に関するアンケート調査結果報告書より抜粋】 

 
・ 全ての回答者を統合すると、望ましい1学年あたりの学級数については、「3学級」（1,043
件 38.2％）が、最も多くなりました。 

 
・ 次いで多かったのは「2学級」（912件33.4％）と「1学級」（259件9.5％）となりました。 
 
・ 「3 学級」が望ましいと考えられているのは、主に「クラス替えで人間関係に変化を持たせる
ことができる」、「学級間で交流・切磋琢磨する環境が作れる」との理由によるものです。な
お、「2 学級」を望ましいとする理由には、上記に加え「同じ友達と過ごすことができ、人間
関係が深まるから」も比較的に多くみられます。 

 
・ 保護者、地域住民、教職員からは、「将来的に複式学級とせざるを得なくなるため、統合を
進める必要がある」など、複式学級は避けるべきとのご意見が多くみられています。 
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■ 令和 13年度以降、各年度 80人の出生数と想定した推計値 

【令和 6年度の出生数 79人を参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇令和 13年度以降：各年、新 1年生を 80人と想定し推計（令和 6年度の出生数 79人を参考） 

 

 

 

■ 令和 6年度 出生数（学区別） R6.4月～R7.3月 

学区 出生者数 

矢吹小学校区 18人 

善郷小学校区 49人 

中畑小学校区 10人 

三神小学校区 2人 

合  計 79人 
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第３章 配置の基本的な考え方について  
 

１．町立小学校のあるべき姿  
①子どもが主役の学校 
 ●ICTの活用や異学年交流等により、個別最適な学び・協働的な学びを実現し、子ども

たちが将来を生き抜くために必要な知識・技能を育む教育環境の整備を目指す。 
②安全・安心な学校 
 ●施設の適切な維持管理・修繕によるハード面の安全対策と、いじめや暴力がない環

境づくりや不登校対策など、子どもの心のケアに配慮するソフト面の対策を行う学
校を目指す。 

③地域・家庭とともにある学校 
 ●地域・家庭に開かれ、地域と学校が一体となって子どもを見守り育む、地域の核と

しての学校を目指す。 
 
・ 矢吹町教育大綱では、「緑豊かな大地に主体的に生きる心豊かな人間の育成」を基本理念

として、子どもたち一人一人に「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」を育むことを目指

して学校教育に取り組んでいます。 
 

・ その理念を踏まえつつ、今後の町立小学校における魅力ある学校・教育環境としては、「子

どもが主役の学校」、「安全・安心な学校」、「地域・家庭とともにある学校」の 3 つが柱とな

ると考えられます。 
 

・ はじめに、「子どもが主役の学校」については、変化の激しい時代において、子どもたちが将

来を生き抜くために必要な知識・技能を育むため、子どもたち一人一人が自分のよさや多

様な他者について、理解・尊重したうえで、自らが主役となって個別最適な学び・協働的な

学びを実現できるような教育環境を整備することを目指すことが必要です。そのためには、

異学年交流による多様な他者との交流や、時代の変化に適応するＩＣＴを活用した教育等が

重要と考えます。 
 

・ 次に、「安全・安心な学校」としては、町立小学校の施設は相当程度の老朽化が進んでいる

ことから、適切な維持管理・修繕による安全対策を行うハード面の取組が必要となっていま

す。また、ハード面だけでなく学校生活の中で、いじめや暴力がない環境づくりや不登校対

策など、子どもの心のケアに配慮するソフト面の対策も重要と考えます。 
 

・ 最後に、「地域・家庭とともにある学校」としては、学校教育は、学校だけで完結するもので

はなく、家庭はもとより地域に開かれた学校であるべきであり、学校運営協議会、地域学校

協働本部、こども家庭センター、行政区、企業、各家庭等が連携・協働しつつ、子ども安全見

守り隊等の取組をはじめとし、地域と学校が一体となって、子どもを見守り育んでいくこと

を目指すことが重要です。 
 

・ 各グループからは、「確かな学力を身に付けるため、失敗を恐れないフロンティア精神で取

り組んで欲しい。」、「大人が関わることで豊かな人間性が育まれる。」、「4 つの地域特性を

活かした活動が考えられる。」、「学校をサポートする人材の確保が重要。」、「家庭・児童等と

の信頼あるつながりが安心感となる。」などの意見をいただいています。これらの意見や、

住民アンケートの結果を参考にしながら、学校・地域の魅力を矢吹町のみならず、全国に発

信することにより、地域の核としての学校づくりを行い、子どもだけでなく地域住民にも自

信と活力を与えられるようなまちづくりを目指してください。 
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■ 求める小学校像（理念・ビジョン） 各グループ内の主な意見 

【第 4回検討委員会 グループワーク（R7.10.2）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校グループ：「未来を切り開く力を育む小学校」 

・ 町のシンボルとなるキーワードは「人」、「物」、「文化」 

・ 子どもが主役の小学校（一人一人が主役、こどもまんなか） 

・ 4つの小学校の特色（精神）が合わさる小学校  

その思いを 子ども達に持たせたい 

・ 縦横のつながり 

（縦割り：1～6年の子どものつながりを高める。横割り：地域との関わり） 

・ 失敗を恐れないで取り組む「フロンティアスピリット」の育成 

 

幼稚園グループ：「地元愛とチャレンジ精神を育む小学校」 

・ チャレンジする小学校 応用力のある人にやさしい子ども 

・ 地域の教育力（人材・企業）を生かす小学校 

  矢吹の地域とヒトを知ってもらう 

・ いろいろな体験ができ、心が育つ小学校 

・ 異学年や地域の方と関わる小学校 

・ 地産地消の給食 

区長会グループ：「郷土愛に満ち、健康で仲良く安全で楽しい学校」 

       「あいさつが出来る子どもたちが育つ学校」 

・ 特色はなくてもよい、普通の学校 

・ 地域間の格差がないようにしてもらいたい。 

・ 求める小学校像は、家庭でも学校でもあいさつができる 

  子どもたちが育つ小学校 

その他グループ：「働く教師も子どもも楽しくワクワクする学校」 

・ 矢吹町の特色「三大開拓地」の開拓の精神に溢れた小学校 

・ 体験がキーワード（農業、地域、ALT、AI）  

新しい時代 AIを使う人になる 一杯遊び心を育てる 

・ グローカルな学校（グローバルとローカル） 

  町から広がる世界に飛び出す ICTと図書室を充実 

・ 子どもたちが生き生きとできる環境のある学校 多様性・個性の尊重 

・ 4つの地域を一つに ⇒ 子どもがいるから繋がれる ⇒ 一つになる豊かさを活用 

  町全体で子どもたちを育てる 

≪参考資料≫ 
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■ 町立小学校は、「学力・体力の向上」、「安心・安全な環境」、「友だちづくり」が満たされる 
ところであることが重要と考えられています。 
【令和 6年度矢吹町立小学校の教育環境（適正規模・適正配置）に関するアンケート調査結果報告書より抜粋】 

 
・ 全ての回答者を統合すると、重要度が高い点としては「基礎的な学力・体力を身に付けると
ころ」（2,287件 83.7％）が最も多くなりました。 

・ 次いで多かったのは「安心・安全な環境で過ごせるところ」（1,568 件 57.4％）と「友人関
係を豊かにするところ」（1,530件 56.0％）でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．再配置（統合等）の必要性と進め方  
●児童にとって望ましいと考えられる学校環境を維持するため、小学校の一括統合を行
い、適正規模に近づけることが望ましい。 

●一括統合の際の校舎については、「新設」が望ましい。 
 
・ 善郷小学校を除く 3小学校においては、既に望ましいとされる町立小学校の 1学級あた

りの児童数「21～25人」及び 1学年あたりの学級数「2～3学級」の規模を維持すること

が難しくなっており、その状況は、今後、さらに進んでいくと見込まれます。 
 

・ そのため、町立小学校を再配置（統合等）することにより、学校規模を適正規模に近づけ

ることが望ましいと考えられます。 
 

・ 住民アンケートにより、保護者、地域住民及び教職員に対し、町立小学校の再配置（統合

等）の必要性に関する意向を調査したところ、いずれも 7 割以上の方が再配置に肯定的

な意見を回答しました。 
 

・ 主な意見として、「人口減少を踏まえるとやむを得ない」、「1 校に統合することで費用面

の合理化が図られる」等の理由が多くみられました。 
 

・ また、現在町内には、小学校が 4校存在する一方、中学校は 1校となっており、子どもが

通学に伴う環境変化にうまくなじめない「中1ギャップ」が生じる可能性がありますが、再

配置により小学校が統合されれば、このような人間関係の不安解消にも繋がることが考

えられます。 
 

・ これらのことから、児童にとって望ましいと考えられる学校環境を維持するためには、再

配置を実施することで、適正規模に近づけることが必要であり、今後は再配置に向けた

具体的検討を進めていくべきと考えます。 
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・ また、統合の進め方については、「4小学校を一括統合により進める。」または、「小規模化

が進む小学校から段階的な統合を進める。」の 2 点と、校舎は、「新設」と「既存施設の活

用」について、グループワークを行い、様々な意見がありました。 
 

・ 進め方についての主な意見は、「10 年後以降に開校を予定とするなら、適正規模校の児

童数となることが見込める。その場合、段階的に進めるメリットはなく、一括して実施する

方がよいと思う。」、「統合した後、慣れるまで時間がかかる。子どもはすぐ慣れるが、保護

者・地域の方が統合を受け入れて落ち着くまで数年かかることもある。」、「複式学級は先

生方の負担が大きくなる。保護者の皆さんだけで学校行事を運営することが難しいこと

もある。」、「一括で進めると校舎や体育館、プール等の利用がしやすい。」、「グループでは、

一括が良い方が 3名、段階的が良い方が 2名と意見が分かれた。」、「統合を何回も実施

するのは負担が大きく、地域の方々も教職員の方々も大変。」などの意見をいただきまし

た。 
 

・ 校舎についての主な意見は、「現状の4小学校の老朽化・安全性を考えると既存校を使う

のは現実的でない。」、「子どもたちに喜んでもらえる魅力ある新しい校舎を建設した方が

よい。」、「防災上の観点から、老朽化が進んでいる校舎で大きな地震があったときに安全

を守れるのか心配なので、新設がよい。」、「予算を考えると現状ではそこまでは考えられ

ないと認識している。」などの意見をいただきました。 
 

・ 検討委員会としては、進め方については「一括統合」が望ましい。校舎に関しては「新設」

が望ましいという整理を行いました。ただし、いずれのグループにおいても、子どもたち

の減少による集団活動の良さが薄れていくことや、施設の老朽化による安全性を懸念す

る意見もありましたので、これらの意見を尊重した対応に、十分留意することを望みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考資料≫ 
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■ 町立小学校の再配置（統合等）については、7割を超える方が肯定的な意見でした。 
【令和 6年度矢吹町立小学校の教育環境（適正規模・適正配置）に関するアンケート調査結果報告書より抜粋】 

 
・ 全ての回答者を統合すると、「再配置（統合等）はやむを得ない」と回答する人の割合が最も
大きくなっており、5割以上を占めています。 

・ 再配置に肯定的な意見としては「切磋琢磨するためには人数が必要」、「老朽化しているの
で新しく安全な場所が望ましい」、「人数が少ないと遊びやスポーツの幅が狭くなる」といっ
た意見が多くみられました。 

・ 再配置にあたっては、「通学の負担が大きくなる」、「児童数が増えることへの不安」、「地域
との結びつきが失われる」ことについて懸念する意見がありました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 保護者の回答 

 

 

 

 

 

■ 地域住民の回答 

 

 

 

 

 

■ 教職員の回答 

 

 

 

 

 

 

809 (55.8%)

215 (14.8%)

244 (16.8%)

109 (7.5%)

18 (1.2%)

56 (3.9%)

0 200 400 600 800 1000

再配置（統合等）はやむを得ない

再配置（統合等）は行うべきである

再配置（統合等）は行わないことが望ましい

再配置（統合等）は行うべきではない

その他

無回答

回答数：1,451件

383 (63.8%)

71 (11.8%)

98 (16.3%)

42 (7.0%)

6 (1.0%)

0 100 200 300 400 500

再配置（統合等）はやむを得ない

再配置（統合等）は行うべきである

再配置（統合等）は行わないことが望ましい

再配置（統合等）は行うべきではない

その他

回答数：600件

46 (68.7%)

6 (9.0%)

13 (19.4%)

2 (3.0%)

0 (0.0%)

0 10 20 30 40 50 60

再配置（統合等）はやむを得ない

再配置（統合等）は行うべきである

再配置（統合等）は行わないことが望ましい

再配置（統合等）は行うべきではない

その他

回答数：67件
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３．再配置による統合小学校の候補地  
●統合小学校の候補地は、町有地であること、十分な面積を確保できることから「旧総
合運動公園用地を第一候補」とする。ただし、今後、具体的な計画を進めていくなか
で、生じる問題によっては、他の場所を検討することも必要。 

 
・ 再配置により設置する町立小学校の候補地については、国の面積基準や町立小学校全体

の児童数の将来推計を基に、必要とする面積が確保できるかどうか、現在の 4 小学校か

らの距離や、周辺施設などを参考に協議しました。 
 

・ 検討した候補地は、検討委員から意見のあった「旧総合運動公園用地」、「矢吹球場」、「矢

吹中学校の空き教室」、「矢吹中学校周辺」の 4か所であり、グループワークによる検討を

行いました。 
 

・ 各グループの主な意見として、「矢吹中学校周辺が望ましい。中学校周辺に少しずつ集約

したらよいのでは。」、「敷地面積と場所を考慮すれば、旧総合運動公園が望ましい。」、

「小学校が中学校の近くにあるとより連携が図られる。」、「何よりも早く進められるとこ

ろがよい。」、「旧総合運動公園なら、周辺に住宅地などが充実してくる。」、「子どもたちの

徒歩通学を考えると矢吹球場がよい。」、「旧総合運動公園を整備するうえで、上下水道整

備のコストが大きくかかり、用地買収の方が安くなる場合は、矢吹中学校周辺がよい。」、

「様々な意見があったが、まとめると矢吹球場が一番多かった。」、「町の所有地、広大な

面積、駐車場の確保から旧総合運動公園がよい。」、「旧総合運動公園は、周りに田んぼが

多く、風が強い、雪の季節は大変、学校が遠くなる。」、「旧総合運動公園はアップダウンが

低学年には厳しいが、歩いて通学する経験もして欲しい。」、「矢吹球場であれば、町民も

子どもを見守りやすい。」、「矢吹球場は文化センターが近いので、大きなステージで発表

会ができる。また、駅が近く、教育委員会が近いこともよい。」、「旧総合運動公園は町の

中心だが、人口面の中心ではない。」などの意見をいただきました。 
 

・ 統合小学校の候補地については、各委員からメリット、デメリットを含め、多くの意見をい

ただくことができました。検討委員会では、町有地であること、十分な面積を確保できる

ことから、「旧総合運動公園用地を第一候補」とする整理を行いましたが、今後、具体的な

計画を進めていくなかで、生じる問題によっては、他の場所を検討することも必要であり、

次年度以降、予定している懇談会や説明会などでの意見等を参考に、計画を進めていた

だくことを望みます。 
 
■ 検討した候補地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜必要敷地面積＞ 

・幼稚園：1,900 ㎡（園舎・園庭） 

・小学校：8,700 ㎡ 

（校舎・運動場・屋内運動場） 

合計：10,600 ㎡ 

≪参考資料≫ 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

第４章 再配置（統合等）にあたって配慮すべき事項 
 
１．通学支援  
●住民ニーズを踏まえ、児童の安全・安心の確保のため、スクールバス等の支援の検討
が必要。 

 
・ 再配置を行った場合、各学区内にある近くの小学校より、新たな学校となる児童も少なく

ないと考えられます。また、住民アンケートからも再配置に肯定的な意見であっても「再配

置を行うならスクールバスを導入する必要がある」という旨の意見が多数確認されました。 
 

・ このような住民ニーズを踏まえ、児童の安全・安心の確保のため、スクールバス等の支援の

検討が必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「のるーと矢吹」の利用も検討 

≪参考資料≫ 
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２．地域との関わり  
●再配置の必要性や候補地、進め方について、地域との対話を重ねながら検討する。 
●子どもたちのより良い環境づくりのため、保護者、地域住民、各種団体等との協力体
制を構築し、地域に開かれた学校を目指す。 

 
・ 再配置においても地域と子どもの関わりを継続していくことが重要であり、再配置の必要

性や、候補地、進め方について、地域との対話を重ねながら検討する必要があります。 
 

・ また、現在も、学校運営について、多くの地域の方より協力をいただいており、これからの

学校はこれまで以上に地域の方の協力が必要となってくることが想定されます。 
 

・ 子どもたちのより良い環境づくりのため、協働により学校を支えてくれている保護者、

PTA、区長会、地域住民、企業、各種団体などの方々との協力体制を構築し、地域に開かれ

た学校を目指し進めていくことを期待します。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地域学校協働活動の主な活動例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考資料≫ 
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３．幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校との連携  
●小学校の再配置により、これまで以上に連携強化が図られることを期待する。 

 
・ 再配置の基本的な考え方の協議のなかで、幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校

との連携を大切にしてもらいたいとの意見が多くありました。 
 

・ 現在、4 小学校の学区内には、1 幼稚園があり、その特性を活かした交流が図られています。 
 

・ 候補地の協議において、中学校周辺、旧総合運動公園を候補地とした理由として、中学校

との連携がしやすい場所が望ましいとの意見もありました。 
 

・ 小学校の再配置により、これまで以上に幼保園小中の連携強化が図られることを期待しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「つなぐ教育」とは、自立した学び手を育てるため、0歳からの人づくりを掲げ、矢吹
町内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校、高校が同じ目標に向かい取
り組んでいる事業であり、18 歳までの学校生活を通し、「言語力を高める」ことをテ
ーマに各種事業を展開しており、「健やかな育ち」や、「学力の向上」に、つながる自覚
的な学びを実践している。 

≪参考資料≫ 
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第５章 今後の検討事項 
 

１．スケジュール 
 
・ 具体的に再配置に関する検討を進めていくにあたっては、児童数の減少等が進む中で、ど

のような状況となった場合に再配置を行わなければならないかといった条件整理、再配置

に係るコストの算定、補助金等の調査検討を実施しつつ、再配置のスケジュールを明確に示

していく必要があります。 

 

２．事業費・財源 
 
・ 再配置にあたっては、事業費を精査し、補助金等の財源確保に努め、町部局との十分な協

議を図るとともに、町民への説明を尽くし、理解を醸成することが重要だと考えます。 

 

３．既存施設・跡地の活用 
 
・ 再配置により廃校となった学校施設については、地域とともに歩んできた町の拠点施設で

あり、可能な限り、その利活用を図ることとし、地域と行政が一体となり、地域の活性化に

資する検討を期待します。 

 

 

 

 

おわりに 
 

検討委員会では、「子どもたちにとって何が望ましいか」という視点に立ち、議論を行って

きました。小学校の再配置により、小学校が遠くなる地域もあり、負担が増える等の不安の声

も考えられますが、そのような不安を受け止めながら、小学校のより良い教育環境の整備及

び、充実した学校教育の実現という目的のため、答申をとりまとめました。 

今後も、基本方針の策定に向けた検討では、保護者や地域住民との意思疎通、理解醸成を

図りながら進めることを望みます。 


